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電子帳簿保存法（電子取引の保存）の改正その後
情報システム部委員 木南 誠

令和4年1月1日より、電子帳簿保存法の改正が施行されておりますが、令和4年度税制改正の経過措置として整備された宥恕措置が令和3年
の年末に発表され、胸をなで下ろした方も多いのではないかと思います。しかしながら、あくまで宥恕措置であって、今後行わなくて良いわけで
はありません。電子取引の保存については、原則として事業活動をする全ての方が対象となるものです。

1．宥恕措置について
今回の宥恕措置について、情報が先行して、2年間電子取引保存をし
なくても良いといった短絡的な解釈をされている方が多いようです。今
一度確認しておきましょう。

令和4
年1月か
ら2年間
について
は、保存
要件（真
実性及び
可視性の
要件）に

したがって保存できなかった→やむを得ない事情がある→紙による出力
保存が可能ということになります。
やむを得ない事情については電子帳簿保存法取扱通達解説（趣旨説
明）7‐10に記載されているように「自己の責めに帰さないとは言い難
いような事情も含め」とあることから、間に合わなかったことの理由を
述べることで「やむを得ない事情がある」と解釈してもらえるようです。
仮に令和4年からの2年間中に全く取り組んでいなかったとしても、保
存に関するシステムを整備する意向を口頭で回答すれば認められるよう
です。

令和4年1月からの2年間に税務調査があり、そこで電子取引の保存
について「やむを得ない事情がある」と判断されたとしても、令和6年
1月からは宥恕措置も無くなり、保存要件を含めて完全に実施しなくて
はなりません。むしろ、この2年間に実施できる体制を完全に整えなけ
ればならなくなったことは間違いないわけです。
2．電子帳簿保存法の改正について
昨年末までいろいろと取り組まれた方、全く対応できなかった方を含
めて再度、電子帳簿保存法の改正の概要についておさらいします。本会
情報システム部では、令和4年3月末までの期間限定で「税理士情報フ
ォーラム2021～関係ないじゃすまされない！電子帳簿保存法大改正～」
の特設サイトを会員ページ内に設けています。そちらも併せてご確認く
ださい。

おさらいポイント
Ⅰ
今回の改正の内

容ですが、①電子
帳簿等保存、②ス
キャナ保存、③電
子取引の3本柱に
なっています。
①と②について

は手を挙げた方だ
けが取り組むべき

内容ですので、③の電子取引の保存が全ての事業者で対象となり、電子
取引保存が義務化になるわけですが、そもそも電子取引とは何でしょう
か。電子取引とはその取引の過程で紙での文書が出ない取引ということ
になります。しかしながら、ひとつの取引過程で紙がある場合と無い場
合が混在するので注意が必要です。
例えば、発注→納品→請求→支払いという過程で、発注はメール本文、
納品書（紙）、請求書（メール添付PDF）、支払い（ATM振込）とする

と発注（電子）→納品（紙）→請求（電子）→支払い（紙）となり、一
連の取引でも混在する状況は多々あると考えられます。電子取引に該当
する行為を洗い出す作業は大変な手間と判断が伴うわけです。
さらに、電子取引に該当する取引であったとして、その電子取引の文

書をPDF等にひたすら保存すれば良いというわけではありません。保存
のための要件があります。それが、『真実性の要件』と『可視性の要件』
です。
おさらいポイントⅡ
『真実性の要件』は4つの要件のうち、ひとつを満たす必要がありま

す。費用的な面を考えると、4「正当な理由が無い訂正・削除の防止に
関する事務処理規程」を定めて、それに沿った運用が現実的ですが、事
業者の規模や取引数に応じて検討してください。
規程による場合、新たなシステムの導入は必要ないですが、運用が規

程通りに行われている必要があります。そのため、規程の中に対象の電
子取引等を列挙する必要があり、この洗い出し作業が最大の難関といえ
ます。
また、規程の場合、従業員全員に規程と対象電子取引文書を保存する

ことを徹底しないといけませんが、日常業務に追われて忘れてしまう可
能性があるので、抜け落ちを防止する運用方法を含めて検討しなければ
なりません。規程のひな形は国税庁のホームページにありますので適宜
利用してください。ひな型には法人用と個人事業者用がありますが、名
称にとらわれることなく、事業者の規模、従業員数や電子取引数などで
どちらを使うかを判断してください。
なお、両規程に共通するのは、①原則訂正および削除はできない、②

やむをえず訂正削除を行う場合は規程に基づいた手続きが必要、という
部分です。
おさらいポイントⅢ
『可視性の要件』は、保存した電子文書を実際の税務調査の時に紙と

同じように取り扱えるようにする要件です。
・目視、印刷
紙の文書と同じように視覚的に確認して紙文書で持ち帰ることを要求

するものです。税務調査当日に税務署員がパソコンなどを使って内容を
確認するため、稼働できるパソコンを用意していなくてはならないこと
になります。さらに、電子データを紙の状態で持ち帰るためには、プリ
ンターも必須ということになります。
・検索
検索のため

にはその電子
文書の名称を
変更する必要
があり、日常
業務では名前をつけ直すという作業が手間のかかるところです。代替的
な方法は色々ありますが 代表的な例ではエクセルなどを併用して、フ
ァイル自体に通し番号をつける保存方法、年や得意先、仕入先などでフ
ォルダを作り、ファイル名の付け直しの項目を減らす方法などが考えら
れます。
3．まとめ
令和3年の年末までに、関与先に電子取引についての説明や、実施を

進めていた方については、電子取引の洗い出し作業は自身の事務所も含
め、関与先でも時間をかけて取り組まないと難しく、電子取引の保存要
件を満たすには結構な手間がかかるということを実感している方も多い
のではないかと思います。
また、宥恕措置により、取りかかっていた電子取引保存の方法構築に

時間的猶予ができたと安心している税理士も多いと思います。しかしな
がら、2年後には間違いなく完全実施が待っていることを考えると、徐々
に取り組む必要があることは明白です。
今回の記事は令和4年3月に皆様のお手許に届きます。毎月関与をし

ている顧問先に関しては、これから対面でお話しする機会が複数回ある
と思いますが、個人事業者の方は、完全施行まで実質2回程度しかお会
いできない可能性もあります。令和3年分の所得税確定申告時に電子取
引保存の説明をすることが電子取引保存に取りかかる最初の機会になる
と思いますので、個人事業主の方にはこの機会に概要を説明することを
お勧めします。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/20211228keikasoti.html

2022年〔令和4年〕3月1日〔火曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 VolumeNo.782【24】


